
「チームふくい」の一員として県職員を体験してみませんか？ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

【問合せ先】 福井県総務部人事課 人事グループ   
（TEL）：0776-20-0241（メール）：jinji@pref.fukui.lg.jp  

※詳細はＨＰへ！ https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/jinji/saiyou/internship2025.html 

 

 

 
 

こちらから電子申請にて 

お申し込みください。 

①  https://shinsei.e-fukui.lg.jp/2WMLBknC 

②  https://shinsei.e-fukui.lg.jp/mvBmREXf 

 

申込手続き 

 

申込締切 

６月３０日（月） 
１７：１５ 

 
①行政、福祉・心理、電気、土木（総合）、

建築、農学、林学、水産、薬剤師、化学、

獣医師、保健師  

②行政、土木（総合） 

受入職種 
 
 

福井県庁職員に興味がある県内外の学生 

【定員】①１７０名程度  

②１６名程度 土木(総合)枠を拡大！ 

対象者 

①全庁一斉インターンシップ（短期・無給） 

 令和７年８月１８日（月）～８月２２日（金）の５日間 

②プロジェクト参画型インターンシップ（長期・有給） 

 令和７年８月１８日（月）～９月 ４日（木）で受入先が指定する 12 日間 

 

インターンシップの概要 

②プロジェクト参画型①全庁一斉 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/jinji/saiyou/internship2025.html
https://shinsei.e-fukui.lg.jp/2WMLBknC
https://shinsei.e-fukui.lg.jp/mvBmREXf


①全庁一斉インターンシップ 

  業務説明や若手職員との交流のほか、3 日間の就業体験があります。 

  福井県庁の働き方や雰囲気を感じていただくインターンシップとなります。 

 

②プロジェクト参画型インターンシップ  

  職員（会計年度任用職員）として１２日間（週４日想定）勤務し、県の実務 

を体験いただきながら、設定された課題（テーマ）に取り組んでいただく 

課題解決型のインターンシップとなります。 

 

様々な部局において、国や

市町と連携を図りながら、

県政全般に係る政策の企画

立案や事業の推進、各種申

請の審査、予算執行など、行

政運営に係る様々な業務に

従事します。 

農業、畜産の振興施策の企画

立案のほか、農業等従事者の

方への生産技術・経営改善な

どの普及指導、農業試験研

究、畜産試験研究などに従事

します。 

保健・医療・福祉政策の企画

立案、児童、障がい者、高齢

者などへの相談対応や自立

支援の指導・助言のほか、乳

幼児の発達相談、障がい者福

祉分野での判定と援助、不登

校児童や非行児への心理判

定とサポートなどに従事し

ます。 

道路、港湾、住宅、公園、河

川、砂防施設およびダム、農

業生産の基盤となるほ場、用

排水路、農道、農業集落排水

施設などの整備または維持

業務に従事します。 

地球温暖化や大規模開発の

環境アセスメント、ダイオ

キシン類対策などの企画立

案、環境ホルモンなど微量

化学物質の調査・試験研究

のほか、繊維やプラスチッ

クなど工業分野における先

進的技術の研究開発や技術

指導に従事します。 

水道・工業用水・下水道施設

設備および県立病院などの

建築設備の設計・工事監理や

維持管理、防災分野での防災

通信網や原子力モニタリン

グ設備の整備・維持管理など

に従事します。 

 

 
http://info.pref.fukui.jp/jinji-i/ 

 

さらに詳しい情報はこちら！ 

各インターンシップの実習内容 

職 種 紹 介 



福井県庁インターンシップ実施要綱 

 

１ 目的 

  この要綱は、学生の就業意識の向上および県政に関する理解促進を図るため、福井県

（以下「県」という。）が学生実習生受入制度（以下「インターンシップ」という。）を

実施するために必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 対象者 

  インターンシップの対象者は、大学（大学院を含む。）、短期大学、高等専門学校、高

等学校、専修学校専門課程、および地方公共団体が設置する大学校（以下「教育機関」

という。）に在籍する学生とする。 

 

３ 受入手続き 

 （１）実習を希望する学生は、県が指定する期間内に、福井県電子申請サービスにより

福井県庁インターンシップに申し込みを行う。ただし、高校生インターンシップにつ

いては、学校を通じて申し込むものとする。 

 （２）県は、受入れの可否および実習を行う所属を決定し、その旨を学生等に通知する

ものとする。 

 

４ 報酬等 

  県は、インターンシップにより実習を行う学生（以下「実習生」という。）に対し、 

報酬、交通費、食費その他実習に伴う経済的負担を負わない。ただし、プロジェクト 

参画型インターンシップの実習生については、この限りではない。 

 

５ 実習生の服務等 

 （１）実習生は、実習に関わる県の職員（以下「実習担当者」という。）の指示および指

導に従い、実習期間中は実習に専念しなければならない。 

（２）実習生は、県の職員が遵守すべき法令および条例等を遵守し、県の職務の信用を

失墜させる行為をしてはならない。 

（３）実習生は、実習において知り得た情報（公開されているものを除く。）を漏らして

はならない。また、実習終了後においても同様とする。 

 （４）実習生は、実習の成果を外部に公表する場合には、事前に県の承認を得なければ

ならない。 

 

６ 誓約 

 （１）実習生は、実習を実施する前に、誓約書を県に対して提出しなければならない。 

（２）全庁一斉インターンシップおよび高校生インターンシップの実習生は別紙様式１、

プロジェクト参画型インターンシップの実習生は別紙様式２を提出する。 

 

７ 事故等の責任 

（１）実習生は、実習における事故等に備え、傷害保険および賠償責任保険に加入し、



加入がわかる書類（証券の写しや証明書など）を県に提出しなければならない。ただ

し、プロジェクト参画型インターンシップに参加する実習生については、この限りで

はない。 

（２）実習における事故等に関しては、自らの責任で対応しなければならない。 

 （３）実習生は、故意又は過失をもって「５ 実習生の服務等」規定に反する行為によ

り、県または第三者に対して損害を与えた場合は、これらに対して責任を負わなけれ

ばならない。 

  

８ 実習の停止 

  県は、実習生の行為が「５ 実習生の服務等」の規定に反することその他の事情により 

実習を継続することが困難であると判断した場合、実習を停止することができる。 

 

９ その他 

  この要綱に定めるもののほか、実習の実施に関して必要な事項は、県および教育機関 

 が協議の上、決定する。 

 

 

 附 則  

  この要綱は、平成３０年６月１５日から施行する。 

 

 附 則  

  この要綱は、令和元年５月２９日から施行する。 

 

 附 則  

  この要綱は、令和２年６月９日から施行する。 

 

 附 則 

  この要綱は、令和４年６月３日から施行する。 

 

 附 則 

  この要綱は、令和５年７月１日から施行する。 

 

附 則 

  この要綱は、令和６年６月１４日から施行する。 

 

附 則 

  この要綱は、令和７年６月５日から施行する。 

 

  



様 式 １ 

誓 約 書 

 令和 年 月 日 

 

福井県知事  様 

 

教育機関名 

学部名 

学科名 

氏 名 

 

 

 

私は、福井県の機関において実習を実施するにあたり、下記の事項を遵守することを誓約

します。 

 

記 

 

 

１ 実習に関わる福井県職員の指示および指導に従い、実習時間中は実習に専念します。 

 

２ 福井県職員が遵守すべき法令および条例等を遵守し、福井県の職務の信用を失墜させる 

行為は行いません。 

 

３ 実習において知り得た情報（公開されているものを除く。）は一切漏らしません。ま 

た、実習終了後においても同様とします。 

 

４ 実習時間中は、特定の政治政党、宗教、企業、団体の利益のための行為は行いません。 

 

５ 実習の成果として論文等を外部に発表する場合には、事前に人事課長および実習担当者

の承認を得ます。 

 

６ 実習における事故等に備え、傷害保険および賠償責任保険に加入し、実習における事故

等に関しては、自らの責任において対応します。 

 

７ 故意または過失により上記２または３の事項に反する行為を行った場合、福井県および

被害を受けた第三者に対して責任を負います 

 

８ 病気等のため予定されていた実習を受けることができない場合は、事前に実習担当者に

その旨連絡します。やむを得ない場合は、事後速やかに実習担当者にその旨連絡します。 

 



様 式 ２ 

誓 約 書 

 令和 年 月 日 

 

福井県知事  様 

 

教育機関名 

学部名 

学科名 

氏 名 

 

 

 

私は、福井県の機関において実習を実施するにあたり、下記の事項を遵守することを誓約

します。 

 

記 

 

 

１ 実習に関わる福井県職員の指示および指導に従い、実習時間中は実習に専念します。 

 

２ 福井県職員が遵守すべき法令および条例等を遵守し、福井県の職務の信用を失墜させる 

行為は行いません。 

 

３ 実習において知り得た情報（公開されているものを除く。）は一切漏らしません。ま 

た、実習終了後においても同様とします。 

 

４ 実習時間中は、特定の政治政党、宗教、企業、団体の利益のための行為は行いません。 

 

５ 実習の成果として論文等を外部に発表する場合には、事前に人事課長および実習担当者

の承認を得ます。 

 

６ 病気等のため予定されていた実習を受けることができない場合は、事前に実習担当者に

その旨連絡します。やむを得ない場合は、事後速やかに実習担当者にその旨連絡します。 

 

 

 

 

 


